
 

 

令和５年６月市議会建設水道委員会資料 

 

 

 

所管事項調査に関する資料 
 

 

 

目次                              ページ 

 

１ 機構表及び職員数 ··································2 

２ 分掌事務 ······································ 3～ 4 

３ 所管事務の現況等 ····························· 5～31 

  

 
 
 

まちづくり部 

令和５年６月 

-1-



１ 機構表及び職員数

-2-



２ 分掌事務

-3-



２ 分掌事務

-4-



３ 所管事務の現況等

-5-



３ 所管事務の現況等

-6-



３ 所管事務の現況等

-7-



３ 所管事務の現況等

-8-



３ 所管事務の現況等

-9-



３ 所管事務の現況等

-10-



３ 所管事務の現況等

-11-



３ 所管事務の現況等

-12-



３ 所管事務の現況等

-13-



３ 所管事務の現況等

-14-



３ 所管事務の現況等

-15-



３ 所管事務の現況等

-16-



３ 所管事務の現況等

-17-



３ 所管事務の現況等

長崎駅 

国道34号

長
崎

自
動

車
道

長崎バイパス

JR長崎本線
現川駅

西山台

川平IC

肥
前

古
賀

駅

市役所

長崎市

諫早市

船石町

長崎多良見IC

長崎芒塚IC

東町

新長崎トンネル 

平間トンネル 

久山トンネル 

経ヶ岳トンネル 

※この新幹線ルート図は、平成 25 年度に鉄道・運輸機構が作成した線路平面図を

基に、おおよそのルートを航空写真に重ねたものです。 

西九州新幹線 ルート概要図（市内区間 L=14.3km） 
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

１ 東長崎地区の土地区画整理事業施行区域の見直しに関すること

(1) 趣旨

東長崎地区の土地区画整理事業施行区域748.8haの見直しを行い、長期未着手区域等の496.9ha
を廃止し、長崎市及び組合・個人が施行する土地区画整理事業の251.9haへ施行区域を縮小したも
の。

【見直しの背景】
・社会経済情勢等の変化に伴う土地区画整理事業の必要性の変化
・未着手区域における長期に渡る建築制限等による影響

(2) これまでの経緯

３ 所管事務の現況等
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東長崎地区土地区画整理事業の施行区域図
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

（つづき）

２ 東長崎平間・東地区土地区画整理事業に関すること

(1) 趣旨

東長崎平間・東地区の健全かつ良好な住環境を有する住宅地を形成するため、施行地区内の地
権者から、応分の土地の提供を受ける「減歩」により土地を確保のうえ、道路、公園等の公共施設
を整備・改善し、土地の区画を整え、宅地利用の増進を図るもの。

(2) 事業概要
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

（つづき）

(3) 進捗状況

ア 進捗率（事業費ベース）

99.3％（令和4年度末見込み）

イ 主な事業の進捗状況

（4） 今後の事業スケジュールについて（予定）

令和5年度 清算金交付・徴収、清算金台帳等関係資料作成、国土調査法申請書等作成
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滝の観音入口交差点
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

（つづき）

３ 東長崎地区の都市計画道路に関すること

(1) 趣旨

東長崎地区において、東長崎縦貫線をはじめとする都市計画道路を整備するもの。

３ 所管事務の現況等
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

（つづき）

(2) 整備状況
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課名 所 管 事 務 の 現 況
東長崎土地区画
整 理 事 務 所

（つづき）

４ 東長崎地区都市基盤施設整備事業に関すること

(1) 趣旨

東長崎地区土地区画整理事業の廃止区域において、良好な居住環境の創出を図るため、土地区
画整理事業の手法に代わり、道路や公園などの都市基盤を整備するもの。

(2) 事業内容

※令和5年度当初予算額は、補助、単独の合計額。
※補助 地方創生道整備推進交付金 50％（補助対象額 319,900千円）
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